
（１）外国往来船等と陸地との間の交通場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

築地第２号岸壁に設置された各
ゲート２か所

防府市大字新田字築地２０４９ 築地第２号岸壁に係留する船
舶と交通する者に限る。

中関第１号岸壁に設置された各
ゲート３か所

防府市大字浜方字鶴浜３６４ 中関第１号岸壁に係留する船
舶と交通する者に限る。

中関第２号岸壁及び同第３号岸
壁に設置された各ゲート６か所

防府市大字浜方字大浜一の
枡４１５及び二の枡473

中関第２号岸壁及び同第３号
岸壁に係留する船舶と交通す
る者に限る。

（２）貨物の積卸場所（船用品、機用品及び携帯品を除く。）

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

築地２号岸壁（全長１３０ メート
ル）

 防府市大字新田字築地２０４
９

中関１号岸壁（全長３６０ メート
ル）

 防府市大字浜方鶴浜３６８－
１

中関２号岸壁（全長５２０ メート
ル）

 防府市大字浜方字大浜一ノ
桝 ４１５－４、４１５－２、３地先

中関３号岸壁（全長４８０ メート
ル）

 防府市大字浜方字大浜二ノ
桝４７３番３２、４７３番２３地先

（３）船用品、機用品及び携帯品の積卸場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

築地第２号岸壁に設置された各
ゲート２か所

防府市大字新田字築地２０４９ 築地第２号岸壁に係留する船
舶に積卸しするものに限る。

中関第１号岸壁設置された各
ゲート３か所

防府市大字浜方字鶴浜３６４ 中関第１号岸壁に係留する船
舶に積卸しするものに限る。

中関第２号岸壁及び同第３号岸
壁に設置された各ゲート６か所

防府市大字浜方字大浜一の
枡４１５及び二の枡４７３

中関第２号岸壁及び同第３号
岸壁に係留する船舶に積卸し
するものに限る。
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